
別紙－１ 用語の定義 

本要求水準書において使用する用語の定義は、下表のとおりとする。 
 

【表-1】 用語の定義 
用語 定義 

管理・更新一
体型マネジメ
ント方式 

コンセッション（公共施設等運営事業）方式に準ずる効果が期待できる
官民連携方式として、また、水道、下水道、工業用水道分野において、
コンセッション（公共施設等運営事業）方式に段階的に移行するための
官民連携方式として、長期契約で管理と更新を一体的にマネジメントす
る方式をいう。 

関係法令 法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令を指し、「法
令等の変更」とは、「法令等」が制定又は改廃されることをいう｡ 

不可抗力 市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由を意味し、暴
風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、地盤沈下、
地下水の浸出、疫病、その他自然的又は人為的な現象のうち通常の予見
可能な範囲外のものをいう。ただし、法令等の変更は「不可抗力」に含
まれない。 

事業者 市との事業契約に基づき本事業を実施する事業者をいう。 
SPC 事業者が新居浜市内に設立する特別目的会社をいう。 
構成員 複数の企業によって構成されるグループの一員のことをいう。代表企業、

構成企業及び協力企業で構成される。 
構成企業 構成員のうち、本事業を実施する SPC に出資して、本普通株式（実施契

約書（案）に定める本普通株式をいう。）すべての割当てを受けるものを
いう。 

代表企業 構成企業のうち、出資者中最大の出資割合を負担するものであり、構成
員の代表であるものをいう。 

協力企業 構成員のうち、本事業を実施する SPC に出資しないものをいう。 
再委託企業 SPC 若しくは構成員から業務の委託を受ける構成員以外のものをいう。 
地元企業 新居浜市内に本店を有する企業をいう。 
第三者 市及び事業者以外の者をいう。 
義務事業 事業者が行う業務の範囲である統括管理業務、維持管理業務（運転管理、

保守管理、修繕、廃棄物管理、情報管理）、緊急時対応、コンサルタント
業務、工事等をいう。 

附帯事業 現状に捉われない新たな取り組みを導入し、義務事業と一体的に行うこ
とにより、費用縮減、収益発生、環境負荷低減等の効用が発揮される事
業のことをいう。 



用語 定義 
任意事業 本事業用地及び施設において、事業に係る全ての費用を事業者自らの負

担で行う独立採算の事業のことをいう。 
統括管理業務 本事業全体について統括・管理し、事業運営するために SPC が行う業務

をいう。 
維持管理業務 施設の運転管理、保守管理、修繕等、本件施設の機能を保持するための

事実行為で、工事を伴わないもの。 
 運転管理 

業務 
処理場、汚水マンホールポンプ場、雨水ポンプ場及び樋門・スクリーン
施設における運転・監視操作、水質管理、調達管理、保安管理、その関
連業務をいう。 

保守管理 
業務 

定期的に行う保守点検や簡易な補修、法定点検及び自主検査、浚渫・清
掃、衛生管理等の業務をいう。 

 修繕業務 定期修繕：修繕計画に基づく受入施設の修繕業務をいう。 
突発修繕：設備機器の故障、破損等の突発的に発生する修繕業務をいう。 

 廃棄物管理 
業務 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従って行う、廃棄物の管理、運搬、
処分等の業務をいう。 

 情報管理 
業務 

管路施設の清掃、巡視、苦情・事故対応、点検・調査、修繕等の業務ご
とに得られる各種情報や処理施設の苦情・事故対応、故障、保守、点検、
調査・診断、修繕、改築等の業務ごとに得られる各種情報を管理する業
務をいう。 

コンサルタン
ト業務 

事業者が実施する業務のうち、計画策定、実施設計及び工事監理等の業
務をいう。 

ストックマネ
ジメント計画 

下水道施設の点検、調査、修繕、改築等を一体的に捉えて計画的かつ効
率的に実施するために策定する計画をいう。 

改築年次計画 水道施設及び工業用水道施設の点検、調査、修繕、改築等を一体的に捉
えて計画的かつ効率的に実施するために策定する計画をいう。 

診断 点検・調査結果を踏まえ、健全度や緊急度を判定すること。なお、緊急
度は管渠のみに適用する。また、処理場等施設・設備においては、劣化
予測も含む。 

改築 更新または長寿命化対策により、所定の耐用年数を新たに確保するもの。 
①更新：既存の施設を新たに取替えること。  
②長寿命化対策：既存の施設の一部を活かしながら部分的に新しくする
こと。  
なお、更新及び長寿命化対策に関する国の財政支援の扱いについて、別
途、通知が定められている（関連通知：平成 28.4.1 国水下事第 109 号
「下水道施設の改築について」）。 



用語 定義 
施設改良 本事業を効果的かつ効率的に実施するため、事業者が実施する本件施設

の一部の変更又は改良等をいう。 
目標耐用年数 改築の実績等をもとに市が目標として設定する耐用年数をいう。 
統括遂行責任
者 

SPC に所属する本事業全体を統括する総責任者をいう。 

業務主任技術
者 

各業務を統括する責任者をいう。 

 
 

 


